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ＩＡＩＳ・コア・プリンシプル（抄）

ＩＡＩＳ 2000年 10月、仮訳（未定稿）

原則２：免許制

国内保険市場で保険引受業務を営もうとしている企業は免許を取得しなけれ

ばならない。保険監督当局が免許付与権限を有している場合、監督当局は：

・免許交付にあたっては、会社の所有者、取締役及び／もしくは上級管理職の

適格性と、事業計画の健全性を審査しなければならない。事業計画には見積

もり財務諸表、資本計画、予想ソルベンシー・マージンなどが含まれる、

・他の管轄区域と自らの管轄区域の健全性規則が概ね同様である場合に、（保

険会社の）国内市場への参入を許可するにあたっては、当該他の管轄区域の

保険監督当局が行った業務を活用することができる。

原則３：株主の変更

保険監督当局は、自己の管轄区域内で免許を取得している保険会社の株主の変

更について審査しなければならない。保険監督当局は、株主の変更の際に満た

されるべき明確な要件を設けなければならない。これらは、免許付与の際に適

用される要件と同様、もしくはそれに類似するものになりうる。特に保険監督

当局は：

・（株式）購入者もしくは免許を付与された保険会社に対して、株主の変更を

届け出、及び／もしくはかかる変更の認可を申請することを求めている、

・変更の適切性を評価するための規準を設ける。それには所有者、取締役、上

級管理職の適格性と、新しい業務計画の健全性に関する評価が含められうる。



銀行の親会社・主要株主等に対する規制（主要各国比較）

項　　目 アメリカ イギリス ド イ ツ     フランス
株式の取得等により
主要株主になること
に関する規制

○ 銀行持株会社（25％以上の議決
権等）となるためには、ＦＲＢ
の事前の承認が必要。（議決権
5％未満の場合は銀行持株会社
でないものと推定。）

○ 10％以上の議決権取得等は、一
定の場合に事前の届出が必要。

○ 議決権の一定割合（10、20、33、
50、75％）以上を保有する場合
等は、監督当局への事前の届出
が必要。（5％以上の取得は 7 日
以内に要届出。）

○ 事前届出を受けた監督当局は、
不適当と認めるときは 3 ヶ月以
内にその株式の取得等を禁止す
ることができる。

○ 議決権の一定割合（10、20、33、
50％）以上を保有する場合等は、
監督当局への事前の届出が必
要。

○ 届出を受けた監督当局は、不適
当と認めるときは 3 ヶ月以内に
その株式の取得等を禁止するこ
とができる。

○ 議決権の一定割合（10、20、33％）
以上を保有する場合等は、監督
当局の事前の許可が必要。（5％
以上の取得は直ちに要届出。）

審査基準 ○ 銀行持株会社となる承認は、競
争政策上の観点の他、銀行持株
会社及び銀行の財政的・経営的
資源、将来展望、地域における
便益と必要を総合的に勘案した
上でなされる。

○監督当局が、届出者による株式
の取得等を不適当と認める場合
は、次の条件を満たさないとき。

　①主要株主になろうとする者が
当該銀行の主要株主として適
格である。(fit and proper)

　②銀行の預金者の利益が、主要
株主によって脅かされない。

　③その者が主要株主になって
も、堅実な銀行業務の遂行、最
低自己資本水準の維持を満た
す等

○ 監督当局が、届出者による株式
の取得等を不適当と認める場合
は、次の通り。

　①届出者が信頼に乏しく、又は
銀行の健全性確保の観点から、
ふさわしくない場合

　②届出者と銀行が結びつくこと
が、銀行に対する有効な監督に
支障となる場合

　③株式の取得等により銀行が銀
行監督体制の整っていない外
国の金融機関の子会社となり、
有効な監督が行えない場合

○ 許可の審査基準は、銀行の新設
に際しての免許基準と同じであ
るとされている。

○ 監督当局による許可審査は、次
のようなことを考慮し、ケース
バイケースで判断を行ってい
る。
・株主の性格（資金需要の有無
等）
・株主と銀行との業務上、資本
上の提携関係の有無等

主要株主に対する
監督当局による報告
徴求

○ＦＲＢは、銀行持株会社に対し
報告徴求権限を有する。

○ 監督当局は、5％以上株主、主要
株主や主要株主になろうとする
者に対し報告徴求権限を有す
る。

○監督当局は、主要株主や主要株
主になろうとする者に対し報告
徴求権限を有する。

○金融機関は、主要株主について
の財務情報を監督当局に毎年報
告しなければならない。

主要株主に対する
監督当局による検査

○ＦＲＢは、銀行持株会社に対し
検査権限を有する。

○監督当局は、親会社等に対し検
査権限を有する。

○監督当局は、主要株主や主要株
主になろうとする者に対し検査
権限を有する。

○ 監督当局は、銀行の直接・間接
の支配者に対し検査権限を有す
る。

（注１）この表中「主要株主」とは、原則として議決権の 10％以上を保有する者をいう。

（注２）各国の制度は、主として法令による規制を摘記したもの。

未定稿



保険の親会社・主要株主等に対する規制（主要各国比較）
項　　目 アメリカ（ニューヨーク州） イギリス ド イ ツ     フランス

株式の取得等により
主要株主になること
に関する規制

○保険持株会社（直接・間接を
問わず 10％以上の議決権等）
となるためには、監督当局の
事前の承認が必要。

○ 議決権の一定割合（10、20、33、
50％）以上を保有する場合等は、
監督当局への事前の届出が必要。

○ 届出を受けた監督当局は、不適当
と認めるときは3ヶ月以内にその
株式の取得等を禁止することが
できる。

○ 議決権の一定割合（10、20、33、
50％）以上を保有する場合等は、
監督当局への事前の届出が必要。
○ 届出を受けた監督当局は、不適当
と認めるときは 3 ヶ月以内にその
株式の取得等を禁止することがで
きる。

○ 議決権の一定割合（５、10、20、
33、50％）以上を保有する場合等
は、監督当局への事前の届出が必
要。
○５％の場合を除き、届出を受けた
監督当局は、不適当と認めるとき
は３ヶ月以内にその株式の取得等
を禁止することができる。

審査基準 ○保険持株会社となる承認は、
保険持株会社及び保険会社の
財務状態、それらの取締役の信
頼性、将来の事業計画、株式取
得の財源、取得価格の公正性、
競争政策上の観点、保険契約者
や他の株主への影響を総合的
に勘案した上でなされる。

○ 監督当局が、届出者による株式の
取得等を不適当と認める場合は、
次の通り。
　①保険会社の支配的立場にある
者として適格(fit and proper)
ではないと認めたとき

　②EU 加盟国以外の国の会社であ
る場合、その者が支配的立場と
なったならば保険会社の健全で
慎重な経営基準が満たされなく
なると判断したとき

○ 監督当局が、届出者による株式の
取得等を不適当と認める場合は、
次の通り。
　①保険会社の健全かつ慎重な運営
に必要な要件を満たさず、信頼性
を欠く場合

　②他の自然人又は法人との密接な
関係（例：25%以上の株式保有）
のため、有効な監督が行えない場
合

○ 許可の審査基準は、明文化されて
いない。
○ 監督当局による審査は、株主の取
締役の適格性、資本・グループ構
成等を考慮し、ケースバイケース
で判断を行っている。

主要株主に対する監
督当局による報告徴
求

○監督当局は、保険会社に対し
保険持株会社の営業状態等に
関する報告徴求権限を有す
る。

○ 監督当局は、保険持株会社又
は保険持株会社になろうとす
る者に対し保険持株会社の支
配の適正性に関する報告徴求
権を有する。

○ 監督当局は、支配的立場にある者
やその親会社・関連会社等に対し
報告徴求権限を有する。

○ 監督当局は、支配的立場にある者
に対し報告徴求権限を有する。

○ 監督当局は、保険持株会社に対し
報告徴求権限を有する。

主要株主に対する監
督当局による検査

○監督当局は、保険会社からの
報告徴求では不十分な場合等
に保険持株会社に対し検査権
限を有する。

○ 監督当局は、報告がなされなかっ
た場合に支配的立場にある者が
書類等を有していると信じるに
足る合理的な理由がある場合に
は、司法当局に対して告発を行
い、司法当局は検査令状を出すこ
とができる。

○ 監督当局は、支配的立場にある者
に対し検査権限を有する。

○ 監督当局は、保険持株会社に対し
検査権限を有する。
○ 監督当局は、保険会社と密接な関
係を有する者に対し検査権限を
有する。

（注１）各国の制度は、主として法令による規制を摘記したもの。
（注２）ニューヨーク州法における「保険持株会社」は、いわゆる持株会社であるか否かを問わず 10%以上の議決権を有する者をいう。フランス法における「保険持株会社」は、企業に

資本参加しその企業を管理することを主たる事業目的とする会社であって、国の監督に服し他の企業の実質的な支配権を有するものをいう。

未定稿





　　

　　　　　　　邦銀の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況邦銀の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況邦銀の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況邦銀の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況

　　（注）
１． 上記計数は、平成１２年３月期末現在のもの（有価証券報告書及び公表資料による）。
ただし、ジャパン・ネット銀行（平成１２年９月１９日設立）、日本債券信用銀行は１２年９月末時点を追加。

２． 子会社信託（ｵﾘｯｸｽ信託銀行を除く）、外資系信託及び銀行持株会社の子銀行（一勧、富士、興銀）を対象から除いている。
　　
　　　３．主な株主（５％を超える株式を保有）から、行員、従業員持株会を除いている。
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　　　日本の生命・損害保険会社の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況日本の生命・損害保険会社の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況日本の生命・損害保険会社の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況日本の生命・損害保険会社の主な株主（５％を超える株式を保有）の状況

　（注）
１． 損保系生保子会社、生保系損保子会社、外国資本１００％の保険会社及び保険持株会社の子会社を対象から除いている。
２． 主な株主（５％を超える株式を保有）から、従業員持株会を除いている。

　（出典）　各社平成 11年度ディスクロ誌
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